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アジェンダ

インボイス入門
インボイス制度対応に向けて取り組むべきこと、実際の検討例も交えて紹介！

インボイス制度概要
• インボイス制度とは
• 制度開始にむけた準備事項

売り手・発行側の留意点
• 適格請求書発行事業者に登録する
• 適格請求書等を正しく発行する

買い手・受領側の留意点
• 適格請求書が必要な取引、その他取引を分類する
• 受領した適格請求書等の正しさを確認する
• 経過措置・新たな税区分に対応する

売り手・買い手共通の留意点
• 何がインボイスなのかを決めておく。把握する。
• 受領した請求書等や控えを正しく保存する
• おわりに 参考資料になる資料
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インボイス制度概要
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インボイス制度とは

3

適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）の要点

⚫ 適格請求書等保存方式とは
✓ 複数税率に対応したものとして開始される、仕入税額控除の方式です

⚫ 開始時期 令和５年/２０２３年１０月１日より開始

⚫ 適格請求書（インボイス）とは
✓ 「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、
登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するも
のをいいます。

✓ 適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた
「適格請求書発行事業者」に限られます。

• 買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、売手から交付
を受けた「適格請求書」等の保存が必要となります。

• 請求書や納品書、領収書、レシート等、その名称は問いません。
• 買手が作成した仕入明細書等による対応も可能です。
• 適格請求書の紙での交付に代えて、電磁的記録（適格請求書の記載事項を
記録した電子データ）を提供することも可能です。
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インボイス制度の開始に向けて、どのようなことを実施することが必要なのでしょうか。
今回は売り手・買い手それぞれの視点で確認していきます。

制度開始にむけた準備事項
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（売り手・発行側）

• 適格請求書発行事業者に登録する

• 適格請求書等を正しく発行する

（買い手・受領側）

• 適格請求書が必要な取引、
その他取引を分類する

• 受領した適格請求書等の正しさを確認する

• 帳簿の記載・税額の計算方法を定め運用する

（売り手・買い手共通）

• 何がインボイスなのかを決めておく。把握する。

• 受領した適格請求書・発行した適格請求書の
控えを正しく保存する

⚫速やかに申請（2023年3月迄に）

⚫自社で運用している販売/購買管
理や会計システムのインボイス制度
への対応計画を確認する

⚫解決すべき課題を明確にし、対応
方針を検討する

⚫上記対応方針について、取引先と
認識を共有や、従業員への周知も
実施する
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売り手・発行側の留意点
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適格請求書発行事業者に登録する

適格請求書発行事業者になると決めたら、23年3月31日迄に登録申請書を提出しましょう。

登録された事業者は“国税庁適格請求書発行事業者公表サイト”で公表されます。
公表サイト：https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

6

参照：国税庁 適格請求書等保存方式（インボイス制度）の手引き 令和4年9月版
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適格請求書等を正しく発行する

赤字が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される項目

１
２

7

不特定多数の者に対して販売等を
行う小売業、飲食店業、タクシー業
等に係る取引については、適格請
求書に代えて、適格簡易請求書を
交付することが可能

様式は、法令又は通達等で定めら
れておらず、必要な事項が記載さ
れたものであれば、名称を問わず、
また、手書きであっても、適格請求
書に該当する

※ ⑤の「税率ごとに区分した消費
税額等」の端数処理は、一の適格
請求書につき、税率ごとに１回のみ
であることに注意

※次ページに例を記載
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適格請求書等を正しく発行する①税の端数処理の例

8

⚫システムの視点で確認すること

⚫自社で運用する販売管理システムにて、端数計算ができること

⚫複数システム間で情報の受け渡し時には、端数の整合が取れること
（例：販売情報⇔請求情報⇔入金消込情報 等）

⚫取引先と調整を行うこと

⚫消費税額の記載方法や何をインボイスとするか等、お互いの認識を確認する。
個々の消費税額については、あくまで参考表示でとして表示することや、
税抜き価格のみを記載する等の対応も考えられる。

参照：国税庁 適格請求書等保存方式の概要 令和4年７月版
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適格請求書等を正しく発行する②適格返還請求書の例

適格返還請求書（返品・値引き・販売奨励金等）に必要な記載事項は以下のとおり
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自社で運用するシステムが対応可
能・対応予定と謳っていても。。。
③の基となった取引を行った年月
日については、備考に都度手入力
を要求されるものもある。
もちろん制度対応はしているものの
返還請求書発行の頻度、業務負荷
を踏まえた検討が必要。

参照：国税庁 適格請求書等保存方式の概要 令和4年７月版
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買い手・受領側の留意点
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適格請求書が必要な取引、その他取引を分類する

取引の内容に応じ、保存すべき書類が異なります。
取引先ごとに整理や、規程を整備しておくと良いでしょう。

適格請求書等が必要な取引
• 原則全て

区分記載請求書等が必要な取引
• 免税事業者からの課税仕入れ（経過措置適応）など

帳簿のみの保存で仕入税額控除が適応される取引
• 公共交通機関の運賃（ 3万円未満） など
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⚫取引先との確認

何を適格請求書とするのか（請求書、仕入明細書等）を確認しておきましょう。
現在免税事業者との取引がある場合、今後も免税事業者のまま（経過措置適応）か、
課税事業者に切り替えるのか等を確認しておくと良いでしょう。

⚫規程や社員への周知

制度の変更点や、請求書・領収書等を受領した際の運用について
社員へ定期的に教育、掲示を行うなどの対応も有効です。
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受領した適格請求書等の正しさを確認する

相手方が適格請求書発行事業者なのか、確認する必要があります。
効率化の為、アプリ連携やRPAを利用した事業者確認も利用が可能か検討しましょう。
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適格請求書発行事業者公表サイトには、「登録番号」
から検索できる機能のほか以下の機能があります。

Web-APIの機能及び取得できる情報

⚫登録番号を指定して公表情報を取得する

⚫取得期間を指定して更新された情報を取得する

⚫登録番号と日付を指定して公表情報を取得する

ダウンロードの機能及び取得できる情報

⚫前月末時点の全件情報

⚫日時の差分情報
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経過措置・新たな税区分に対応する

既存の税区分に加え、経過措置への対応が必要となるため納付税額の計算が複雑になります。
新たな税区分の整理とともに、システムの対応及び業務負荷を確認することをお勧めします。
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インボイス導入から6年間は免税事業者からの
課税仕入れについて、経過措置があります。

既存の旧税率・軽減税率・標準税率に加えて

⚫全額控除（100％控除）

⚫経過措置（ 80％／50％控除）

⚫控除不可（ 0％控除）

等への追加対応が必要になります。
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売り手・買い手共通の留意点
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何を適格請求書とするか決めておく。把握する。

インボイスは、請求書の他、複数の書類（及び電子データ）を組み合わせて満たす事もできます。
自社・取引先は何をインボイスとするのか、事前に確認しておきましょう。

買い手が発行する月次の支払通知書と、電子データで提供される取引明細を組み合わせ
てインボイスの記載事項を満たしています。
※繰り返しになりますが、このケースでも税額の端数処理には注意しましょう※
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⚫2種類の書類を組み合わせてインボイスとする例（EDI利用・請求書を発行しないケース）
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受領した適格請求書・発行した適格請求書の控えを正しく保存する

受領、および発行したインボイスについての保存が義務となります。
特に、電子インボイス（電子取引）の保存要件は、消費税法・法人税法でそれぞれ異なります。
双方に対応できる、電子保存の準備をお勧めします。
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消費税控除の保存要件
参照：国税庁 適格請求書等保存方式の概要 令和4年７月版

法人税の証憑（電帳法）としての保存要件
参照：国税庁 改正に関するパンフレット 令和3年12月版

⚫電子インボイスを提供した場合（メール/PDF/EDI、デジタルインボイス含む）

⚫消費税控除の書類としては、電子/紙に印刷して保存 どちらも容認

⚫法人税法（電帳法）では、電子取引となり電子での保存のみ容認
紙に印刷して保存した場合は要件違反となる点に注意
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おわりに 参考資料になる資料

国税庁発行の手引書には、制度解説・事前準備のチェックシートが記載されています。
これから準備を始めるにあたって、是非参考になさってください。
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参照：国税庁 適格請求書等保存方式（インボイス制度）の手引き 令和4年9月版


